
令和 6 年 4 月 1 日から労働条件の明示ルールが改正されます。 

 

 

令和 5 年 3 月 30 日付け厚生労働省令第 39 号「労働基準法施行規則及び労働

時間等の設定の改善に関する特別措置法の施行規則の一部を改正する省令」等

の公布・告示がなされ、「労働基準法施行規則」「有期労働契約の締結、更新及び

雇止めに関する基準」が改正、令和 6 年 4 月 1 日から施行されます。 

その中で、労働条件明示のルールの変更(追加)の概要は、以下のとおりです。 

  
                    (厚生労働省パンフレット抜粋) 

その他、本改正では専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制に係る裁量

労働制の見直しも図られていますので、これら裁量労働制を導入している事業

場ではご確認ください。 

詳細は、 

〇 令和６年４月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省) 

 をご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

